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１．計画の位置付け 
本市では、社会状況の変化に機敏にまた適切に対応できるように平成１７年度を初年度とする新たな５

ヵ年計画「南アルプス市行政改革大綱（第一次）」を策定し行政改革に取り組んでいる。 

１７年３月に、総務省から各地方公共団体が一層積極的な行政改革の推進に努めるべく「地方公共団体

における行政改革の推進のための新たな指針」が通知され、その中で平成１７年度から２１年度までの行

政改革にかかる集中改革プランの策定と平成１７年度中の公表が示された。 

本市の行政改革大綱については、基本的考え方と重点項目等が国の新たな改革の考え方を含んでいるこ

とから従来のまま継続することとする。 

行政改革大綱に基づく具体的な取組みを定めた南アルプス市行政改革実施計画（平成１７年度～１９年

度）については、集中改革プランとの整合性を図るため、計画期間を平成２１年度までの５年間に延長し、

「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」にも対応する内容の南アルプス市行政改革

実施計画（＝集中改革プラン）として策定し、毎年度見直しをしていくこととする。 

本実施計画は、「第１次南アルプス市行政改革大綱」に基づき、平成１７年度から平成２１年度の取組

み内容を定めたものである。 

 

２．計画の進行管理 
計画を確実に実行するため、行政改革推進担当を事務局とし、行政改革推進本部及び行政改革推進チー

ムにおいて、適宜、検討、実施状況を把握し、所管課と必要な協議を行うものとする。 

また、市民、職員等に理解、協力を求めながら進め、進捗状況を公表する。 

 

３．計画の推進 
合併し２年を経過する中で、大綱を第１段階と第２段階に区別して策定し、第１段階は、それぞれの地

域が個別に行ってきた事業の統一化、整合化を図りもって住民サービスの公平化を速やかに図れることを

目的とする。第２段階では遂行ルールの統一や、人事、予算制度の環境を整えたところで、行政と住民、

地元業者などが協働して、公共サービスの質的向上を図ることをめざしていく事とする。また、財政状況

を含めた情報公開を積極的に進めるとともに、職員の能力向上を含む提案制度や、目標管理制度(人事評

価制度)の導入、行政評価システムの導入なども推進していくこととする。 

研  究 庁内研究会を組織し、試行もしくは実施を前提に検討を行う 

検  討 所管部局担当課において検討する 

一部実施 試行もしくは一部部局担当課において実施する 

実  施 本実施 
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４．計画推進のための研究会等の設置 
この実施計画を速やかに検討し実施段階に移すために、行政課題の解決に向けての詳細な研究を行うため

の、職員による研究会を設置していく。 

 

５．定員適正化方針と行政改革 
 

（１）事務・事業の再編・整理、廃止・統合 

   時代の変化に伴い複雑・多様化する市民ニーズに柔軟に対応するため、行政評価システム等を活用し

て、効果や効率性の観点から、所期の目的を達成した事業等の廃止・縮小や類似する事業を統合するな

どの見直しを行い、行政の果たすべき役割、受益と負担の公平の確保、行政効率等に配慮し、事務事業

の積極的な見直しを進める。 

   また、市の政策・施策・事務事業の施策体系に基づいた目的や達成目標のもとに、行政評価システム

に基づき次の計画に反映させるという政策マネジメントサイクルを確立し、市政運営における行政資源

の効果的な配分を図る。 

 

【取組目標】 

限りある行政資源（財源、人）をいっそう有効かつ適正に活用するためには、施策や事務事業を評価

し、その拡大や縮小・存廃について検討する仕組みが必要であり、当該事業が施策目的を達成するため

の有効な手段になっているか否かの観点から評価するシステムが有効である。 

このため、行政評価システムを導入して、事務事業の見直しを積極的に進める。 

また、評価結果を公表することにより、透明性の向上を図り、市民参画の市政を推進する。 

 

（２）民間委託の推進 

   本市においてもこれまで民間委託など民間活力の導入を進めてきたが、さらに推進し、一層のサービ

ス水準の向上と業務の効率化を図るために、民営化・民間委託・ＰＦＩ・指定管理者制度などの活用を

図る。 

   民間委託の委託先には、これまで主であった民間企業のほかにNPO法人、ボランティア団体等の起用

も推進することにより連携・協働関係を構築していく。 

   指定管理者制度については、平成１７年３月に策定した「公の施設における指定管理者制度の導入に

関する基本的な指針」により制度の円滑な導入を進める。 
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 ①公の施設についての１６年度末時点の委託状況  

   ア 指定管理者制度導入済み施設（  ０施設） 

   イ 業務委託実施済み施設（  ２３施設）      

    内訳  レクレーション・スポーツ施設   １１施設（体育館、プール、温泉施設等） 

        産業振興施設            １施設（まちの駅櫛形） 

        基盤施設              ９施設（公園、風の丘白根等） 

        文教施設              １施設（桃源文化会館） 

        医療・社会福祉施設         １施設（やすらぎ館） 

 

②その他の事業についての１６年度末時点の委託状況 

   ア 全部委託 

     庁舎清掃、し尿処理、一般ごみ収集、水道メータ検針、ホームヘルパー派遣、在宅配食サービ

ス、情報処理・庁内情報システム維持、ホームページ保守・管理 

   イ 一部委託 

     本庁舎夜間警備、公用車運転、学校給食（運搬）、道路維持補修・清掃等、調査・集計 

   ウ 全部直営 

     案内・受付、電話交換、学校給食（調理）、学校用務員事務、総務関係事務（給与、旅費、福

利厚生等） 

 

【取組目標】 

・ 行政評価システムの実施を通して、委託化が可能なものの選択を進める。 

・ 市が行っている業務を民間等に委託するにあたっての基準を作成する。 

・ 平成１８年４月から指定管理者制度を市内の９５施設に導入する。このうち温泉施設や櫛形山の

宿泊施設など２９施設の運営者を公募し、集会施設や山小屋など６６施設は、施設の特性を踏まえ

公募せずに市が指定先を選定する。 

今後、第２次計画として、美術館や保育所など１０６施設についても施設管理のあり方について

検証を行い指定管理者制度の導入に向けて検討していく。   

【財政効果】  （参考）  ７７０，１１２千円 

（うち、人件費486,720千円は、市全体の職員削減の内数（再）） 

財政効果の内訳 

施設管理費減 ：２８３，３９２千円 

   人件費の削減 ：４８６，７２０千円＊（再）    ＊市全体の職員削減の内数 

※指定管理者制度導入による市の経費縮減分 
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（３）定員管理の適正化 

本市は、合併時に３６人の職員を削減し７７６人でスタートした。さらに行政の一層のスリム化を進

めるため、平成１５年から平成１７年４月１日までに純減３１人（４.０％）の削減を行った。 

しかし、本市の厳しい財政状況を踏まえると、抜本的な事務・事業の整理、組織の合理化、職員の適

正配置に努めるとともに、積極的な指定管理者制度の導入などを通じて職員数の抑制に取り組むための

新たな定員適正化計画の策定を行い、削減目標を定め、定員管理の適正化を図っていく。 

 

【取組目標】 

南アルプス市定員適正化計画に基づき、職員数を、平成１７年度当初を基準として平成２２年度当初

までに純減３８人、５.１％の削減を行う。 

 

            退職者数、採用者数の見込み（企業局を含む）      単位：人 

年度 
項目 

Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 計 増減率 

退職者数 Ａ － 15 15 14 28 21 93 

採用者数 Ｂ － 11 11 11 11 11 55 

 

差引 Ｃ＝Ｂ－Ａ － △4 △4 △3 △17 △10 △38 △5.1 

職員数 745 741 737 734 717 707 －  

※ 退職者は前年度末の３月３１日の退職者で、採用者は当該年度の４月 1 日の採用者数 

 

 

部門別職員数の見込み 

年度 
部門 

Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 増減 増減率 

一 般 行 政 482 479 477 472 460 453 △29 △6.0 

教   育 99 97 94 94 89 86 △13 △13.1 

消   防 82 82 82 82 82 82 0 0 

企 業 局 39 39 38 38 37 35 △4 △10.3 

その他(特別会計) 43 44 46 48 49 51 8 18.6 

計 745 741 737 734 717 707 △38 △5.1 

 

【財政効果】 （参考） ５４１，４７６千円 

※職員一人当たり平均給与（６，０８４千円）をベースに、毎年度の人員削減計画に基づいた職員削減

（３８人）による財政効果 
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（４）手当ての総点検をはじめとする給与の適正化 

   本市における給与については、国家公務員準拠を基本とし、適正な給与制度の運用を進めており、平

成１５年の合併時より県内旅費の日当を廃止し、さらに平成１７年度からは県外旅費の日当を廃止し、

旅行雑費としたところである。 

給与等の状況、福利厚生事業の実施状況等については分かりやすく公表する。 

 

【取組目標】 

    職員の昇給昇格については、給与条例等に基づく職務ごとの運用基準を策定し適正な運用を図って

いるが、給与制度については、市民の納得と支持が得られる給与制度・運用・水準の適正化が求めら

れているところから、国における給与制度改革を見据え、新たな給与制度を構築していく必要がある。 

  ① 高年齢層職員の昇給制度の見直し 

     高年齢層職員（５５歳以上）の昇給停止については、平成１７年度人事院勧告による給与制

度に合わせて、見直しを図る。 

  ② 退職時の特別昇給の廃止 

       退職時の特別昇給については、平成１７年度から廃止する。 

    ③ 退職手当の最高支給率の引き下げ 

       退職手当の支給率については、平成１６年度に見直しを行い退職手当の最高支給率を国に準

じた措置とした。 

    ④ 時間外手当の削減 

       １６年度に残業（超過勤務）した時間は１人当たり年間平均で約６６時間だった。市は「子

育て支援プラン」で、毎週木曜日を「ノー残業デー」と定め、また週休日等の勤務は、基本的

にすべて代休等としており、時間外勤務の縮減により、総人件費の圧縮のほか、時間外勤務の

常態化に起因する公務能率の低下や職員の過重労働による健康障害の発生の防止を図る。 

    ⑤ 技能労務職員の給与の見直しについて 

国の同種の職員の給与を参考とし、国の行政職二表を使用して、民間の職種に従事する者と

の均衡に留意しながら適正な運用を行っている。 

    ⑥ 職務や能力、実績を反映できる給与制度 

       公平な評価を導入することで、職務や能力、実績を反映できる給与制度を構築する。 

    ⑦ 特殊勤務手当等諸手当の支給の在り方 

   制度の趣旨に合致しないものについては、見直しを図り、制度の趣旨に合致した手当とする。 
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⑧ 福利厚生事業 

       本市における職員の福利厚生事業は、主に、職員の会費と市からの補助金で運営されている

職員互助会において事業を行っているところであるが、昨今の社会情勢を考慮し、市民の理解

と支持が得られる福利厚生制度であることが必要である。 

職員互助会への補助金及び給付事業等について、市民の理解と支持が得られるよう適正に実

施する。 

 ⑨ 給与等の状況の公表 

給与等の状況の公表については、市民にわかりやすい方法で、市ホームページのほか市広報

紙等を利用し公表を行っていく。 

 

【財政効果】  （参考）  ７７，６２９千円 

※ 財政効果の内訳 

・ 定年退職時の特別昇給の廃止 ： ２７，００５千円 

・ 県外旅費日当の廃止等    ：  １，０６６千円 

・ 時間外手当の削減      ： ２８，５８６千円 

・ 特殊勤務手当ての見直し   ： ２０，９７２千円 

 

（５）第三セクターの抜本的な見直し 

   第三セクターは、その時々の時代の要請を受けて設立されたものであり、市の行政施策と密接に連携

しながら重要かつ多様な役割を担っているが、社会経済情勢の変化が著しい中にあって、新たな地方自

治法の改正による指定管理者制度が導入され、それらを取り巻く状況は大変厳しくなっている。 

本市においても行政改革大綱に基づき、公社について役割等を再検討し個別的に見直しをおこない、

整理統合や運営の効率化・活性化・自立化を図っていく。 

 

【取組目標】 

①（財）峡西都市振興公社については、設立目的を概ね達成したため、平成１７年度中に廃止し、

任意団体の市体育協会を財団法人化して体育関連施設の管理運営を委託することで、体育事業の

充実と円滑な運営を図る。 

   ②白根ケーブルネットワーク（株）については、旧白根地区をエリアとして合併前の白根町と民間

団体が出資して設立しケーブルテレビ事業を運営しているが、市内のほかの４地区では民間業者

３社が営業しており合併によりCATV会社が４社営業することとなった。 

この他、芦安地区ではケーブルテレビ事業を市営事業として運営しており、それぞれに行政情報

の放映を委託しているが、今後、緊急時に情報が迅速、均一に伝わるよう委託先は少なくする必

要があることから「市内CATV統合庁内検討委員会」を設置して、検討を進める。 
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まず公営関連のケーブルテレビ事業の統合を検討し、その後白根ケーブルネットワーク（株）の

民営化等を含めた検討を行う。 

    ③（財）桃源文化振興協会は芸術・文化を通じて南アルプス市の魅力を高め、活性化を推進する観

点から、市と団体の役割分担を明確化するとともに、事業や組織の見直しを行うなど、団体の今

後のあり方について検討する。 

   

〈共通〉 

・監査体制を強化するとともに、行政評価の視点も踏まえ点検評価の充実・強化を図る。 

・事業内容、経営状況、公的支援等について、状況説明を行うとともに、住民に対する積極的かつ

わかりやすい情報公開に努める。 

・給与及び役職員数の見直し、組織のスリム化等を行う。 

  

（６）財政の健全化 

わが国の経済は回復基調にあるものの、地方への波及には未だ時間を要しており、少子高齢化に伴う

社会保障費の伸び等の影響から、厳しい財政状況が続いている。 

第 1 次南アルプス市総合計画（H17 年度～H26 年度）の実現に向けた実施計画の推進を図るため、限

られた財源を有効に活用できるよう財政構造改革に向け全庁をあげて取り組むこととする。 

三位一体の改革の進展とともに国からの補助金・地方交付税の縮減が見込まれる厳しい財政状況の中

で、市民一人ひとりが豊かさとゆとりを実感でき、あらためて合併してよかったと思えるまちづくりを

進めるため、より一層の自主財源の確保に努める。 

   本市では、平成15年度からバランスシートを作成し、公表している。 

【取組目標】 

事業評価による行政コスト分析や、長期的経営分析など外郭団体も含めた市を取り巻く財務状況に

ついて市民に分かりやすく伝え、市財政の状況について理解を求め、そのなかで財政指標の設定など

を行いながら、健全財政維持に向けて数値目標を示していく。 

    厳しい財政状況下においては、個々の施策に優先順位をつけた上で、効率的・効果的な予算配分及

び投入を行っていく。 
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南アルプス市の財政状況について 

指  標 指標の説明 指標の算出方法 現況値(Ｈ16) 目標値(Ｈ21) 

公債費比率 

市の財政健

全性を示す

指標 

地方債元利償還金（普通交付税におい

て災害復旧費として基本財政需要額

に参入された部分を除く）に充当され

た一般財源÷標準財政規模×100 

15.7％ 16.6％ 

経常収支比率 

市の財政の

弾力性を示

す指標 

経常的経費充当一般財源÷経常一般

財源総額×100 84％ 83％   

一般会計（決

算）に占める人

件費の比率 

市の財政に

おける職員

の人件費の

割合を示す

指標 

人件費÷一般会計歳出決算額 

21.2％ 18.3％ 

市税徴収率 

自主財源の

確保の度合

いをはかる

指標 

市町村民税、固定資産税、軽自動車税、

市町村たばこ税、目的税の徴収率（現

年・過年を含む）※決算状況調査 
91.7％ 92.4％ 

 

（７）公営企業の健全化 

企業局 

① 水道事業 

水道事業については、合併前の各町村の事業を新市に引き継ぎ、市企業局において、水道６事業

の一元化を行い安定的な水道水の供給を行っている。 

今までの施設は、各事業体独自の拠点的な水道事業として形づくられてきたが、合併した今、拠

点方式では総合的な水運用及び維持管理面の効率が悪く不都合であるため、平成 16 年度に策定し

た水道事業基本計画により事業の集約や施設の統廃合を行い、経費節減及び事務の効率化に努める。 

職員数についても平成１５年の合併時から平成１６年４月１日までに２人減員したが、さらに地

域特性にあった経営基盤の強化に取り組み、より一層の自立性の強化と経営の活性化を図る。 

【取組目標】 

  水道事業基本計画に基づき水源施設等の統廃合を進めるとともに、事務事業の整理合理化、職員

の適正配置、ＩＴ化や民間委託の推進などにより人件費の縮減を進める。 

定員適正化計画に基づき、職員数を、平成１７年度当初を基準として平成２２年度当初までに４

人（１０.３％）の純減を行う。 
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  給与については、諸手当の総点検を実施するとともに、類似団体や民間の同種の職種との比較・

検討を行い、給与水準の適正化を図る。 

 旧町村の水道料金の格差を是正し料金の統一化を進める。 

【財政効果】  （参考） １７２，２９７千円 

(うち、人件費48,672千円は、市全体の職員削減の内数（再）) 

※  財政効果の内訳 

《収入関係》 

    ・水道料金の統一化： １２３，６２５千円 

《支出関係》 

    ・人件費の削減 

       職員削減（４人）： ４８，６７２千円＊（再） 

＊市全体の職員削減の内数 

 

② 自動車運送事業 

     自動車運送事業については、合併前の芦安村で実施していた山岳地域における登山客及び観光客

のためのバス運行事業を新市に引き継ぎ、企業局において実施している。 

     現在、バスの運転については委託して運行しているが、天候の影響を受けることや運行期間が約

６ヶ月と限られているなどの課題がある。 

【取組目標】 

   本市の観光資源である南アルプスの山岳観光のＰＲなど市長部局と連携を図りながら、企業局の

役割等も含めて経営の総点検を行い、効率的な企業経営を実現する。 

給与については、諸手当の総点検を実施するとともに、類似団体、民間の同種の職種との比較・

検討を行い、給与水準の適正化を図る。 
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６．計画体系 

 

 

a. 事務事業の見直し a1 効率的な事務事業の推進 a1-1 事務の進め方の改善 
a1-2 事務手続きの簡素化・効率化 
a1-3 合理的な事業実施の推進 
a1-4 入札・契約手続きの透明化 
a1-5 事務経費の低コスト化の推進 
a1-6 公用車などの管理体制の見直し 

a2 民営化及び民間委託の推進 a2-1 民間委託の推進 

a2-2 民営化の研究 
a3 広域行政の推進 a3-1 広域行政の研究 
a4 財政の健全化 a4-1 財政の分析・公表 

a4-2 予算編成システムの見直し 
a4-3 補助金交付制度の見直し 
a4-4 自主財源の確保 

b. 組織機構の見直し b1 効率的な組織機構の構築 b1-1 組織機構の総体的な見直し 
b1-2 セクションを横断した体制(応援体制)の構築 
b1-3 各種委員会、審議会、協議会等の統廃合 

b2 外郭団体・関係団体等の合理化 b2-1 公社のあり方等の検討 
b2-2 外郭団体等の経営改善 

c. 定数管理及び給与の適正化への c1 適正な定数管理 c1-1 職員定数の適正化 
c1-2 職員の適正配置 
c1-3 臨時職員の適正配置 

c2 適正な給与管理 c2-1 人件費の抑制 
c2-2 給与の適正化 

d. 職員の能力開発と効果的な行政運営 d1 意識改革と能力開発 d1-1 管理職のリーダーシップの向上 
d1-2 職員の意識改革 
d1-3 職員の能力開発 

d2 時代に適応した人材の育成 d2-1 職員研修の充実 
d3 効率的な勤務体系の構築 d3-1 柔軟で効率的な勤務体系の構築 

e.行政の情報化と市民参画の仕組み構築 e1 情報化の推進 e1-1 情報化の推進 
e1-2 情報公開の推進 
e1-3 会議等の公開の推進 
e1-4 広聴広報の充実 
e1-5 統合型地図情報システムの導入 
e1-6 情報セキュリティの確保 

e2 行政サービスの向上 e2-1 窓口サービスの拡充 
e2-2 市民へのサービス提供体制の充実 
e2-3 市民の意向の把握 

e3 市民との協働体制の構築 e3-1 男女協働参画社会の実現 
e3-2 市民参加システムの構築 

e4 環境に配慮した市役所と地域社会構築 e4-1 環境管理システムの構築 
e4-2 循環型社会の構築 
e4-3 自然・生活環境の保全整備 

f.公共施設の設置と管理の見直し f1 公共施設の適正配置 f1-1 適正規模、用途変更、新設、改修、統廃合の検討 
f1-2 PFI方式等民間活力導入の検討 

f2 公共施設の適正管理 f2-1 利用手続きの簡素化、公平化 
f2-2 民間を含めた管理運営方法の検討 
f2-3 受益者負担の公平・公正化 

f3 公共施設の有効活用 f3-1 遊休・低利用施設の活用方法 

  取組み  
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７．実施計画 
ａ．事務事業の見直し 

事務事業の見直しについて、「効率的な事務事業の推進」、「民間委託の推進」、「広域行政の推進」、

「財政の健全化」の枠組みにおいて見直しを行っていく。 

 

ａ１ 効率的な事務事業の推進 

効率的な事務事業を推進していくにあたり、事務の進め方の改善や事務手続きの簡素化・効率化、合

理的な事業実施の推進及び入札・契約手続きの透明化、事務経費の低コスト化の推進、備品等管理体制

の見直しなどの観点から見直しを進める。 

 

平成17 平成18 平成19 平成20 平成21

a1

a1-1

a1-1-1

行政課題について実施に向けた研究を行
う。現状の把握と、業務精査を行いなが
ら、高度な行政推進を行う。

a1-1-2

意見交換会や、管理職によるヒアリングの
実施などにより、職員の意見を汲み上げ、
合併に伴う職員間の意思疎通を図ってい
く。

a1-1-3

企画や政策立案部門において、担当者が市
長をはじめ幹部の前で直接意見を述べ、事
業化していく新しいルールを研究する。

a1-1-4
行政サービス均衡のための支所連絡会議の
実施

支所間の業務の均一化を図るため、連絡会
議を行う。

→

→ →

職員間の融和策の検討

研究
一部
実施

実施

研究 →

→ →

庁内研究推進チームの設置

一部
実施 実施

実施

効率的な事務事業の推進

新しい組織内合意形成ルールの導入

実施項目および内容

実施方針又
は数値目標
（目標年次：
H21）

所管部局 実施の効果
実施プログラム

事務の進め方の改善

→ 100%
企画部
企画課

合併後の事務の進め方の不整合を整理し、事務の進め方の改善手法を共有できる仕組みを作ることにより、組織内における改善の
意識の継続性を形成する。

高度な行政課題に対
する対応力が高ま
る。

→ →

→ →

実施 →

100% 支所

意思決定が迅速とな
り、職員の自発的な
改革・改善力への動
機が高まる。

職員間の意思の疎通
によって信頼関係が
構築され、業務を円
滑に進めることがで
きる。

総務部
総務課

支所間のサービス水
準が均等化する。

総務部
総務課
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平成17 平成18 平成19平成20 平成21

a1

a1-2

a1-2-1

文書ファイリングシステムにより適正な文
書管理の実現を図り、情報公開並びに個人
情報保護に対応する。

a1-2-2

電子自治体対応の文書管理システムの構築
にあたり、文書収受、起案、交換（LG－
WAN）など全庁的に取り組んでいく。

a1-2-3

発送日の指定や、文書発送ガイドラインの
策定などにより、引き続き郵送料の抑制に
努めるとともに、電子メールやファックス
などを最大限活用して郵送料の抑制を図
る。

a1-2-4

電子メールを用いて事務連絡を行う場合の
活用基準を策定する。

a1-2-5

文書決裁等の電子化により、事務手続きの
簡素化、効率化を図るとともに、ペーパレ
ス化を推進する。

a1-2-6

フォローチャートの作成等、業務のマニュ
アル化を図り、個人負担を軽減する。

合併後の事務の統一化を図り、文書管理や決裁、会議等の電子化により意思決定の迅速化、効率化を図る。

文書管理システムの確立

実施 → → 100%
総務部
総務課

事務の効率化及び公
開による市政へ理解
と信頼を深める。

事務手続きの簡素化、効率化

個別検討
総務部
総務課

より一層の事務の効
率化を可能とする。

20%
総務部
総務課

情報機器の有効活用
と物件費の削減を可
能とする。

新文書管理システムの確立

検討
一部
実施 →

文書発送業務の改善、郵送料の抑制

一部
実施 → 実施

e1-6-1と内容
が同じため一
本化

企画部
情報ｼｽﾃﾑ課

業務連絡などの効率
化や、業務の進捗状
況などの共有化、不
適切な利用に対する
制限など。

情報機器活用基準の策定

検討

電子決裁、電子会議の検討・導入

研究
一部
実施 実施

企画部
情報ｼｽﾃﾑ課

意思検定の迅速化を
可能とする。

→ →

担当者が変わっても
均一的な事務処理を
行うことができる。

業務のマニュアル化

研究 検討
一部
実施

a.事務
事業の
見直し

効率的な事務事業の推進

実施体系 実施項目および内容

実施方針又
は数値目標
（目標年次：
H21）

所管部局 実施の効果

100%
企画部
企画課

実施プログラム

実施 →

→ →

→ →

→ →
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平成17 平成18 平成19 平成20 平成21

a1

　 a1-3

a1-3-1

旧6町村で実施していた類似イベントを見
直し、経費の削減を図る。

a1-3-2

式典などについてできるだけ簡略化を行っ
ていく。

a1-3-3

類似・重複した施策や事務事業について、
成果指標を用いて有効性や効率性及び優先
度を客観的に評価し、その成果を行財政運
営に反映させる仕組みを構築していく。

a1-3-4

行政サービスの品質を確保するため、品質
管理の国際規格であるＩＳＯ９００１取得
などについて研究を行う。

a1-3-5

効率的な事務事業の推進

実施体系 実施項目および内容

実施方針又
は数値目標
（目標年次：
H21）

所管部局 実施の効果
実施プログラム

合理的な事業実施の推進

類似・重複事業、不急な事業、各種イベント等について、休止・中止・廃止・縮小・統合等を視野に入れ見直しを行ない、市民
ニーズを的確に把握した事業の実施を推進する。

各種イベントの整理統合

研究
一部
実施

→ 個別検討
農林商工部
観光商工課

人件費を含めた経費
削減となる。

式典の簡略化

検討 → 実施 個別検討
総務部
総務課

物件費などの削減と
なる。

行政評価システムの導入（既存事業）

研究
検討

一部
実施

→
政策ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
ｻｲｸﾙの確立

企画部
企画課

事業のあり方につい
て客観的な評価を行
い、それを公表する
ことで市民からの信
頼を得られる。

個別検討
総務部

管財契約課
（所管課）

行政サービスの品質管理の向上

研究 →
一部
実施

→ →

施工管理経費などの
削減が可能となるほ
か、業務量の削減も
可能とする。

a.事務
事業の
見直し

個別検討
総務部
総務課

業務執行上の職員の
熟練が図られる。

小規模工事及び契約などの統合

検討 実施 →小規模工事およびそれに伴う契約などの統合
を図り、省力化や管理経費の軽減を図る。

→ →

→ →

→ 実施

→ →
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平成17 平成18 平成19 平成20 平成21

a1

a1-4

a1-4-1

条件付：入札ごとにある一定の条件を付し
てその条件にあった者により一般競争入札
を行なう。
公募型：入札参加条件を付した入札に参加
者を公募し、公募者の中から入札参加者を
決定する。

a1-4-2

入札において価格と価格以外の要素を総合
的に評価して、発注者にとって最も有利な
者を落札者とする方式について検討する。

a1-4-3

指名型：指名された設計者が、そのプロ
ジェクトに対する考え方などについて、書
類によって申し込みを行う。公募型：その
プロジェクトに対する考え方や経験、能力
等を公募し、書類によって申し込みを行っ
ていく。

a1-4-4

入札及び契約の過程並びに契約の内容の透
明性を確保するため、学識経験等を有する
者により構成された第三者監視機関（入札
監視委員会等）の設置を検討する。

a1-4-5

入札をインターネット上のやり取りで行う
ことにより、発注者側及び入札者側双方の
コスト・拘束時間の短縮を図る。

県下市町村電
子入札共同利
用システムの
構築

総務部
管財契約課

人件費や入札等に関す
る事務コストなどの削
減が図れる。

効率的な事務事業の推進

電子入札の導入

研究 検討 →

企画書、計画
書が必要な設
計については
完全実施して
いく。

総務部
管財契約課

第三者監視機関の設置

研究 検討 →

より適切な技術を持っ
た事業者を選択するこ
とができる。

機関の設置
総務部

管財契約課

競争の公平化・透明性
の向上によって市政へ
の信頼が担保される。

総合評価落札方式(ＶＥ方式)の導入検討

研究

実施 →

検討 →

プロポーザル方式の導入

一部
実施

個別検討
総務部

管財契約課

競争の公平化・透明性
の向上によって市政へ
の信頼が担保される。

より適切な技術を持っ
た事業者を選択するこ
とができる。

個別検討
総務部

管財契約課

a.事務
事業の
見直し

実施の効果実施体系 実施項目および内容

実施方針又
は数値目標
（目標年次：
H21）

所管部局

入札・契約手続きの透明化

入札・契約制度の透明性、競争性のより一層の向上を図るため、新たな入札・契約方式等の検討及び導入を進める。

入札方式の検討(条件付一般競争入札・公募
型指名競争入札等)

実施プログラム

→
一部
実施

→
一部
実施

研究 検討 →

一部
実施

→

→ →

→
一部
実施
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平成17 平成18 平成19 平成20 平成21

a1

a1-5

a1-5-1

徹底した事務経費のコスト削減に努め、物
件費の上昇を抑制する。

a1-5-2

事務用品など、備品、消耗品などについて
一括購入を推進しコストダウンに努める。

a1-6

a1-6-1

適正な配置による事務の効率化を図る。

a1-6-2

リースやレンタルで公用車の管理コストを
抑える手法について研究する。

a1-6-3

電気自動車やハイブリット車等のクリーン
エネルギー車の利用を拡大し、環境に配慮
する。

公用車の50％
総務部

管財契約課
地球環境問題の貢献す
る。

クリーンエネルギー車の導入

実施 → →

→ 公用車の50％

→ 個別対応

総務部
管財契約課

リース・レンタル方式の検討
一部
実施

→ → 実施

省エネ・リサイクル等の徹底

物件費の10％
削減

物件費の10％
削減

総務部
管財契約課

実施の効果実施項目および内容

実施方針又
は数値目標
（目標年次：
H21）

所管部局
実施プログラム

事務経費の低コスト化等の推進

節電や会議資料へのコピー用紙の再利用(裏面)など、可能な限り省エネ・リサイクルを実施し、事務経費のコスト削減に努める。

総務部
管財契約課

事務経費の削減が可能
となるほか、地球エネ
ルギー問題にも貢献す
る。

実施 → → → →

効率的な事務事業の推進

管理コストの削減を図
る。

備品などの一括購入の推進

実施 →

公用車などの管理体制の見直し

事務の効率化を図る。
総務部

管財契約課

→
事務経費の軽減を可能
とする。

→ →

→ →

→ →

本庁、支所での公用車の管理台数を見直し、必要な台数を効率的に利用できるような管理体制を確立する。また、リース車の拡大、
環境に配慮したハイブリット車等の拡大を図る

公用車の適正配置
実施 →
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ａ２ 民営化及び民間委託の推進 

公共事業の民間委託については、個別具体的に検討を行っていくが、一般的な判断基準チャートについ

て検討し、一定のルールを定めていく。 

 

平成17 平成18 平成19 平成20 平成21

a2

a2-1

a2-1-1

市が行っている業務を民間等に委託するに
あたっての基準の作成を行う。

a2-1-2

指定管理者制度の導入により、公共施設の
効率的な運営と管理及び住民サービスの向
上を図る。

a2-2

a2-2-1

市場化テストにより、民営化できる事業に
ついて審査を行う。

実施
基準に基づく
民間委託の
推進

企画部
政策秘書課

民間に委託した方が効率的な行政運営が図れる業務については、積極的に民間への委託を推進する。

→ →

実施の効果実施体系 実施項目および内容

実施方針又
は数値目標
（目標年次：
H21）

所管部局
実施プログラム

指定管理者制度の導入及び公共施設の管理の
検討

外部委託基準の作成

研究
検討

一部
実施

企画部
政策秘書課

民営化の研究

民営化を行う方が適当なものについては、原則的に民営化を行う。

民営化を行う上での客
観的な評価を図ること
ができる。

市場化テストの研究

研究 検討 →

a.事務
事業の
見直し

民間委託の推進

公共施設の運営コスト
の削減が可能となるほ
か、サービス提供水準
の向上や地域経済の活
性化も期待できる。

公共施設の運営コスト
の削減が可能となるほ
か、サービス提供水準
の向上や地域経済の活
性化も期待できる。

民営化及び民間委託の推進

企画部
政策秘書課

→ 個別検討実施

研究
検討

一部
実施

→ →

→ →
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ａ３ 広域行政の推進 

市域を超えて、さらに広域的に行った方がスケールメリットが生かせる事業について、例えば廃棄物処

理事業や観光振興事業、介護保険事業などについて検討を行い、広域化を図っていく。 

 

平成17 平成18 平成19 平成20 平成21

a3

a3-1

a3-1-1

“南アルプス”をキーワードとした広域的
な観光連携を行っていく。

a3-1-2

介護保険制度について、他市町村との共同
運営について研究を行う。

a3-1-3

廃棄物処理施設の運営について他市町村と
の共同運営について研究を行う。

a3-1-4

火葬場（斎場）の運営について他市町村と
の共同運営について研究を行う。

→
市民部
環境課

→ →

廃棄物処理事業

研究

a.事務
事業の
見直し

広域行政の研究

火葬場事業

広域行政の推進

市域を超えて広域的に処理した方が効率的である事業については、広域処理について研究を行う。

より効果的なＰＲや
総合的な事業推進が
可能となる。

施設運営コストの分
担により、相互の経
費負担が少なくな
る。

→

保健福祉部
介護福祉課

→→

合併による構
成町村が確定
したため現状
どおり

市民部
戸籍市民課

施設運営コストの分
担により、相互の経
費負担が少なくな
る。

介護保険事業

観光振興政策

研究
検討

保険事業運営コスト
の軽減をはかり、市
民への負担を減少す
ることができる。

農林商工部
観光商工課

実施 →
静岡県･長野
県及び関係市
町村との連携

実施の効果実施体系 実施項目および内容

実施方針又
は数値目標
（目標年次：
H21）

所管部局
実施プログラム

→ →

→ →研究

研究 →
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ａ４ 財政の健全化 

財政の健全化を図っていくための方策として、財政状況の分析と公表、予算編成システムの見直し、

補助金交付制度の見直し、政策の適正な選択（行政評価システム）方法の検討、自主財源の確保といっ

た項目に沿って見直しを行っていく。 

 

平成17 平成18 平成19 平成20 平成21

a4

a4-1

a4-1-1

バランスシート：企業会計の視点を取り入
れ自治体の財政状況を明らかにする。
行政コスト計算書：行政分野ごとにどれく
らいの費用がかかっているかを示すコスト
負担の内訳表などを作成し、公表すること
によって、透明性の高い行政運営を図って
いく。

a4-2

a4-2-1

枠配分方式を導入し、部局ごとに配分され
た財源の範囲内で自主的に優先度の高い事
業を予算化していくシステムを確立する。

a4-2-2

経費節減によって、予算を残した場合、そ
れを翌年の予算に反映することによって、
コストダウンへの取り組みへの動機付けを
与える制度について研究する。

研究 → → → →

実施の効果実施体系 実施項目および内容

実施方針又
は数値目標
（目標年次：
H21）

所管部局
実施プログラム

複数年度予算編成制度の研究
職員のコストに対す
る感覚を呼び起こ
し、事業執行上の工
夫などへの動機を与
える。

総務部
財政課

a.事務
事業の
見直し

財源配分型の予算編成

バランスシート、行政コスト計算書作成、公
表

一部
実施

研究

実施

財政の健全化

財政の分析・公表

市民への公表→
総務部
財政課

財政健全化計画を策定するとともに、バランスシート等の財務諸表を作成しコスト分析や長期的経営分析など行政運営に活用して
いく。また、市民とコスト意識等を共有し、サービスのあり方等について考えていくため、市財政の現状を公表する。

財政状況の公表によ
り市民の理解と信頼
が得られる。また、
財務状況の分析に
よって、先を見た財
政運営が図られる。

→ →

検討

予算編成システムの見直し

現場に最も近く、事業や施策の内容を最も熟知している担当部局長が、予算編成においてもリーダーシップを発揮し、先頭に立っ
て見直しを進めることができる仕組みを確立する。

一部
実施

行政評価ｼｽﾃﾑ
との連携によ
る予算配分

総務部
財政課

事業部門に権限と責
任を委ね、行政ニー
ズへの対応を柔軟に
する。

研究 実施 →
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平成17 平成18 平成19 平成20 平成21

a4

a4-3

a4-3-1

市で定められた交付要綱に沿って、各々の
分野で旧6町村格差の是正による公平化の
実現を図る。

a4-3-2

終期を設定し、終期到来時に新たな措置が
講じられない限り、自動的に廃止されるサ
ンセット方式を導入する。

a4-3-3

市が交付している補助金について、第三者
また有職者の視点で評価し、抜本的な見直
しを行うため、外部審査機関を設置し、時
代に適応した効果の高い補助金交付制度の
確立を実現する。

a4-3-4

補助金を目的化せずに、最大限の効果が得
られる形で自由に工夫ができる交付金型に
転換していく。

a4-3-5

補助成果が上がれば増額をし、成果が上が
らなければ即時廃止が可能となる柔軟な補
助制度について研究を行う。

a4-4

a4-4-1

徴収員の専門化・完全フレックスタイム制
度の実施などにより徴収体制を強化し、市
税などの未徴収分の解消に努める。また、
新たな課税客体の確保に向け積極的な調査
研究を行なっていく。

a4-4-2

遊休化又は利用度の低い市有財産の整理処
分を積極的に進め、自主財源の確保に努め
る。

a4-4-3

寄付条例など、市の新たな財源確保のため
の法的及び合意形成についての研究を行
う。

財政の健全化

a.事務
事業の
見直し

総務部
財政課

自由度を高めること
で、補助効果を増大
することができる。

成功報酬型補助制度の導入

研究 検討 →
総務部
財政課

努力に報いる形での
補助制度とすること
で、工夫の動機を高
め、補助効果を高め
ることができる。

補助金の交付金化

研究 検討
一部
実施

→ →

→ →

個別検討
総務部
財政課

役割を終えた補助事
業の収束を図ること
ができる。

第三者審査機関の設置

検討 → →
総務部
財政課

補助事業に対して、
行政外の視点を持ち
込むことで、社会
ニーズにより近いも
のとすることができ
る。

補助金交付団体の整理
検討

一部
実施

一部
実施

実施

補助金交付制度の見直し

旧6町村から市に引き継がれた補助金等交付対象事業・制度を見直す。既得権や前例にとらわれず、客観性と公平性を確保し、継
続・新規事業による補助金交付についても、すべて終期を設定し、終期到来時に見直しを行なっていく。

各種補助金等の均等化(旧6町村)

一部
実施

→ → 100%
総務部
財政課

補助に対する公平化
を図る。

実施

実施の効果実施体系 実施項目および内容

実施方針又
は数値目標
（目標年次：
H21）

所管部局
実施プログラム

歳入の安定化、増加
につながる。

徴収体制の強化(滞納整理の強化、新たな課
税客体の把握)

徴収率
92.4％

自主財源の確保

検討
総務部
収納課

→ →

公有財産の効率的な
活用を図る。

総務部
管財契約課

財政の健全化を実現するためには、歳出を抑制することと併せて、歳入を確保することが重要であり、積極的な財源確保に取り組
んでいく。

市有財産（遊休・低利用土地・法定外公共
物）の整理処分

→ 実施
検討
一部
実施

実施 →

企画部
政策秘書課

歳入の増加となる。

新しい財源確保の研究

研究 → →

→

→ →

→ →

→ →

→ →
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ｂ．時代に即応した組織・機構の見直し 

 

時代に即応した組織・機構の見直しのため、「効率的な組織・機構の構築」、「外郭団体・関係団体等

の合理化」の枠組みにおいて見直しを行っていく。「効率的な組織・機構の構築」にあたっては、本所・

支所機能のあり方についても合わせて検討していく。 

 

ｂ１ 効率的な組織・機構の構築 

効率的な組織・機構を構築していくために、組織機構の総体的な見直しを行っていくほか、セクショ

ンを横断した体制の構築、各種委員会・審議会・協議会などの合理化を行っていく。 

 

平成17 平成18 平成19 平成20 平成21

b1

b1-1

b1-1-1

b1-1-2

b1-2

b1-2-1

各組織の業務内容に応じてグループ編成を行
い、流動的で柔軟な職員配置を行なう組織体
制を検討する。

b1-3

b1-3-1

類似組織の統廃合により、事務の効率化、経
費の削減を図る。

グループ制の検討・導入

担当間の業務量の不均衡の解消、相互の応援体制の確立、柔軟な職員配置、職員の幅広い知識の習得等を図るため、グループ制の導
入や期間的繁忙期の業務量の解消を図る組織を検討する。

研究
検討

企画部
企画課

行政運営の効率化を
図る。

類似した委員会、審議会、協議会等の統廃合

各種委員会、審議会、協議会等の合理化

効率的運営、運営実態等により見直しを行い、類似した委員会・協議会等の統廃合などにより合理化を図る。

検討 → 個別検討

実施の効果

行政運営の効率化を
図る。

→

→
市長を補佐する機能
が高まる。

総務部
総務課

個別検討→

実施方針又
は数値目標
（目標年次：
H21）

組織・機構の総体的な見直し

所管部局

b.組
織・機
構の見
直し

一部
実施

セクションを横断した体制(応援体制)の構築

実施体系

実施

実施項目および内容

時代に最適な行政組織を実現していくため、最
も効率的な組織のあり方について適時見直しを
行っていく。

効率的な組織機構の構築

効率的な組織・機構の構築

実施 →

合併後の行政課題や多様な住民ニーズに対応するため、組織・機構の見直しを総体的に行なう。

個別検討
総務部
総務課

実施プログラム

業務の偏りを解消す
る。

個別検討
総務部
総務課

実施 実施

連絡事項中心の幹部会議から、政策検討会議へ
の移行を図っていく。

政策幹部会議の形態・運営方法の改正

一部
実施

実施

→ →

→

→

→

→
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ｂ２ 外郭団体・関係団体等の合理化 

外郭団体についても、類似的な役割を持ったもの、非効率な運営体制のものなどについて個別に見直

しを行い、整理統合を進めるほか、運営方法についても抜本的な見直しを行い、財政の健全化、自立化

を図っていく。 

 

平成17 平成18 平成19 平成20 平成21

b2

b2-1

b2-1-1

公社の徹底した経営改善により、自主性、自
立性の向上に取り組む。

b2-2

b2-2-1

利用者の視点に立ったサービスを提供してい
くため、外郭団体の事業の実施方法の改善を
図っていく。

b2-2-2

市に事務局を置いている各種団体の財務体質
改善を図り、自立を促進する。

b2-2-3

外郭団体の役割や存立意義を見直すことによ
り、必要に応じて統廃合について検討を行っ
ていく。

*経営改善の具体的な方針については所管課で行うが、所管部との連絡調整を企画課が行う

b.組
織・機
構の見
直し 事業実施方法の見直し

検討 実施

外郭団体等の経営改善

個別検討
所管課*
（企画課）

一部
実施

→
財政負担の軽減を
図る。

外郭団体の統廃合

検討
一部
実施

→ 個別検討
所管課*
（企画課）

財政負担の軽減を
図る。

団体の自立促進

検討

個別検討
所管課*
（企画課）

市民などへのより
高水準なサービス
提供を可能とす
る。

公社等の自主性・自立性の向上を図る。補助金等の財政支援や人的支援のあり方について検討し見直していく。

→ → →

公社のあり方等の検討

検討
実施

外郭団体の合理化

公社等の自主性・自立性の向上を図る。補助金等の財政支援や人的支援のあり方について検討し見直していく。

自律的な事業運営
を行うことで、事
業の高品質化、効
率化が図られ、財
政負担の軽減が期
待できる。

振興公社の自主性、自立性の向上

17年度をもっ
て公社は廃止

農林商工部
観光商工課

実施方針又
は数値目標
（目標年次：
H21）

所管部局実施体系 実施項目および内容 実施の効果
実施プログラム

→ →

→ →
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ｃ．定員管理及び給与の適正化への取組み 

 

職員の定数及び給与については、長期的な計画を作成し、適正化を図っていく。 

 

ｃ１ 適正な定数管理 

適正な定数管理においては、職員定数の適正化、職員の適正配置、臨時職員の適性配置などの項目に

そって施策を行っていく。 

 

平成17 平成18 平成19 平成20 平成21

c1

c1-1

c1-1-1

職員定数削減の数値目標を掲げた定員適正
化計画を策定し、定員規模の適正化を図っ
ていく。

c1-1-2

先進団体の実施状況等を参考に制度がより
有効に機能する仕組みを確立し、組織の活
性化とスリム化を図る。

c1-1-3

市民の行政への協力が可能となるよう、制
度作りの研究を行う。

c1-1-4

中途採用や期間採用など、柔軟な採用制度
を導入することによって、ワークシェアリ
ング（仕事の配分）を可能とする制度作り
を研究する。

c1-2

c1-2-1

c1-3

c1-3-1

年度ごとに採用計画を策定し、突発的な事
態を除き、計画的で効率的な採用に努め
る。

雇用の機会を増大さ
れるほか、人件費支
出の効率化を図る。

総務部
人事課

総務部
人事課

人件費の削減を図
る。

平成22年
4月1日現在
職員数707人

人件費等の縮減を図
り、財政運営の計画
性を担保する。

実施 → →

職員の適正配置

→

総務部
人事課

検討

検討

→

中途採用制度・期間採用制度の研究

c.定員
管理及
び給与
の適正
化

市民の行政への参画
を図る。（職員体
制）

一部
実施

個別検討

個別検討
総務部
人事課

一部
実施

効率的な組織・機構の構築を実現するため、職員の適正な配置を行なう。

適正な人員配置

効率的な臨時職員の採用を実施する。

職員定数の適正化

臨時職員の適正配置

→
職員公募制度やジョブローテーションの確
立、所管事務の見直し、職員の専門性、業務
量実態調査などにより適正な人員の配置を実
現する。

実施
業務配分の不公平が
解消される。

総務部
人事課

早期退職勧奨制度、再雇用制度の有効活用

実施方針又
は数値目標
（目標年次：
H21）

所管部局実施体系 実施項目および内容 実施の効果
実施プログラム

長期的な展望に立ち、職員の適正な定数管理を行う。類似団体などの動向や事務事業の見直し、組織機構の見直しなどにより、職
員定数の適正化を図る。

適正な定数管理

計画的な臨時職員の採用

研究

職員の業務への補助
体制が高まる。

定員適正化計画の策定・運用

→

総務部
人事課

採用計画
策定

行政ボランティア制度の研究

実施

→

研究

実施 →

→ →

→ →

実施 →

実施 →

→ →

→ →
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ｃ２ 適正な給与管理 

適正な給与管理を行っていくために、人件費を抑制するための諸施策を行っていくほか、合併前の町

村間給与格差について是正を行っていく。 

 

平成17 平成18 平成19 平成20 平成21

c2

c2-1

c2-1-1

管理職手当て、特殊勤務手当て、超過勤務
手当て等の見直しにより人件費の抑制に努
める。

c2-1-2

恒常的に夜間業務の多い部署や、夜間サー
ビスなど、時差出勤制度の拡大により超過
勤務手当てを削減する。

c2-2

c2-2-1

合併による給与格差を是正し、適正な給与
体系を確立する。

c.定員
管理及
び給与
の適正
化

公平な給与体系とな
る。

適正な給与管理

各種手当の見直しや夜間サービス時の時差出勤制度の導入、ノー残業デーの実施など人件費の抑制に努める。

給与水準、給与制度及び運用については、国や他の地方公共団体との均衡を図り、比較検討を行うなど適正化に努める。

実施
検討
一部
実施

各種手当ての見直しによる人件費の抑制

総務部
人事課

実施の効果

実施方針又
は数値目標
（目標年次：
H21）

所管部局実施体系 実施項目および内容
実施プログラム

人件費の抑制

時差出勤制度の拡大研究

総務部
人事課

合併時の格差
是正終了

総務部
人事課

個別検討

見込額
(77,629千円)

人件費の縮減を図
る。

職員給与の格差是正

実施

実施

→

給与の適正化

検討
一部
実施

→ → →

→ →
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ｄ．職員の能力開発と効果的な行政運営 

職員の能力開発によって、効率的な行政運営を進めるため、職員の意識改革といった側面と、高度な

行政要求に応えるための能力開発といった、ふたつの側面に沿って取り組みを行っていく。また、職員

の勤務形態についても、社会情勢などを踏まえた現実的な仕組みについて柔軟に検討を行っていく。 

 

ｄ１ 意識改革と能力開発 

管理職のマネージメント力向上のための、意識改革を図っていくほか、仕事に取り組む上での職員の

意識改革や、能力開発について施策を実施していく。 

 

平成17 平成18 平成19 平成20 平成21

d1

d1-1

d1-1-1

専門知識や技能を持った人材（スペシャリス
ト）などを採用するための特別職制度につい
て研究を行う。

d1-1-2

試験制度や立候補制度、希望降格制度などを
研究し、将来的に管理職意識の向上を図る。

特別職制度の見直し

検討

総務部
人事課

研究 検討
一部
実施

個別検討

管理職意識の向上

個別検討
総務部
人事課

実施方針又
は数値目標
（目標年次：
H21）

所管部局実施体系 実施項目および内容
実施プログラム

d.職員
の能力
開発と
効率的
な行政
運営

研究

実施の効果

意識改革と能力開発

多様な住民ニーズに対応し、効率的な行政運営を実現するため、管理職のより一層のやる気とリーダーシップの向上を図る。

管理職の管理能力が
高まる。

一部
実施

管理職のリーダーシップの向上

新しい技術や考え方
を持ち込むことで組
織が活性化する。

→ →

→ →
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平成17平成18 平成19平成20 平成21

d1

d1-2

d1-2-1

職員提案制度を導入し、職員の発想やアイ
ディアが仕事の改善や政策形成に結びつくよ
うな職場づくりを推進する。

d1-2-2

職員誰もが市長に直接提言できるためのルー
ルづくりを行う。

d1-2-3

職員の能力を発揮する機会をつくり、職員自
らの意識改革を促すとともに、組織の活性化
に資することを目的に、職員のやる気を尊重
した人員配置の実現を目指す。

d1-2-4

直属上司と職員の人事面談を実施し、配属先
の希望や、業務を行う上での問題点などにつ
いての把握をきめ細かに行う。

d1-3

d1-3-1

広い視野を持った人材を育成するため、定期
的なジョブローテーションを実施していく。
また、様々な業務を経験することにより、適
材適所の人員配置が可能となる。

d1-3-2

ジョブローテーションの実施と併せて、職員
の専門化(健康福祉・税・法制など）を推進す
る。

d1-3-3

人事考課制度を確立し、職員の能力・業績等
を活かした人事管理に努め、組織の活性化を
図る。

d1-3-4

人事考課制度導入に際し、職員自らが掲げた
目標に対して達成度、能力等を自己評価する
制度の導入を検討する。

市長が現場の意見に
直接触れることで職
員と市長との距離感
を解消する。

市長とのホットラインの設置

実施 → 個別検討
企画部

政策秘書課

業務への動機や、自
己実現性が高まる。

公平な評価制度を導
入することで、職務
に対する動機を高め
ることができる。

総務部
人事課

管理職が現在の業務
の状態を把握するこ
とを可能とするほ
か、職員との相互理
解を図る。

専門性を持った職員
が養成され、高度な
行政課題への対応が
可能となる。

個別検討

職員の能力開発

総務部
人事課

→

実施の効果

意識改革と能力開発

職員のやる気が実際
の業務につながる。

一部
実施

個別検討

職員の市政参画への
動機が高まる。

検討
一部
実施

→

検討

人事ヒアリングの実施

検討
一部
実施

→

実施方針又
は数値目標
（目標年次：
H21）

所管部局実施体系 実施項目および内容
実施プログラム

研究

→実施

研究 検討

総務部
人事課

個別検討検討

総務部
人事課

→ 個別検討検討

→

→
一部
実施

研究

ジョブローテーションの実施

検討

偏った業務経験を解
消し、視野の広い職
員や、個々の能力開
発が可能となる。

総務部
人事課

100%→

政策形成能力や鋭敏な経営感覚を身につけた職員の育成を目指す。

→
総務部
人事課

d.職員
の能力
開発と
効率的
な行政
運営

人事考課制度の研究

職員提案制度の導入

職員公募制度の研究

目標による自己評価制度の研究

専門職制度の研究

職員の意識改革

「最小の経費で最大の効果を挙げる」という基本原則に立ったコスト意識や経営感覚とサービス精神を持ち、職員自らが継続的に意
識改革を促すシステムづくりに取り組む。

個別検討
総務部
人事課

実施 →

→ →

実施 →

実施 →

→
一部
実施

→ →

一部
実施

実施
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ｄ２ 時代に適応した人材の育成 

時代に適応した人材の育成のため、各種研修プログラムについて検討を行っていく。 

 

平成17 平成18 平成19 平成20 平成21

d2

d2-1

d2-1-1

職員研修計画に基づいた計画的な研修を実施
し、職員の幅広い知識の習得を図る。

d2-1-2

接客態度や経営感覚を学ぶため、民間企業等
への研修を検討する。

d2-1-3

県及び他町村などとの人事交流を進め、相互
の業務の行い方などについての意見交換を行
う。

d2-1-4

接遇マニュアルの作成、職員研修等の実施に
より、親切丁寧な応接の一層の徹底を図る。

d2-1-5

海外の姉妹都市等との直接的交渉に対応でき
る人材を育成していく。

効率的な行政運営を実現するため、長期的な視野に立った人材育成を行なっていく。人材育成基本方針を定め、計画的な職員研修
の実施や民間企業への体験研修、接遇研修の実施など、多様な研修により時代に適応した人材育成を図っていく。

実施の効果

職員の必要性に応じ
た研修が実現する。

職員の視野が広がる
ほか、民間との人脈
構築ができる。

個別検討

総務部
人事課

個別検討

総務部
人事課

時代に適応した人材育成

→

実施方針又
は数値目標
（目標年次：
H21）

所管部局実施体系 実施項目および内容
実施プログラム

→検討

実施検討 →

接遇の改善

職員研修計画の適正な運用

職員の民間企業等への研修の検討

県及び他市町村との連携

実施

実施

→

→ →

職員の視野が広がる
ほか、人脈構築がで
きる。

市民に対する対応の
改善が図られ、市民
からの信頼が得られ
る。

個別検討

個別検討

総務部
人事課

総務部
人事課

d.職員
の能力
開発と
効率的
な行政
運営

視野の広い職員が養
成されるほか、人脈
の構築ができる。

職員研修の充実

国際的な職員の養成

研究 → 検討
総務部
人事課

→

→ →

一部
実施

実施

→ →

→ →

→ →
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ｄ３ 効率的な勤務体系の構築 

効率的な勤務体系を構築していくため、現実的で弾力性のある勤務制度を検討していく。 

 

平成17平成18 平成19平成20 平成21

d3

d3-1

d3-1-1

土日等開庁の実施と平日夜間サービス実施日
を拡大することで、住民サービスの向上と宿
日直制度の廃止による人件費の抑制を図る。

d3-1-2

曜日限定勤務や、勤務時間のスライド制な
ど、柔軟な勤務形態についての研究を行う。

d3-1-3

土日等開庁の実施に合わせ、休日出勤日の前
後に休日を振り替えて（金土、日月）連休と
する振替休日制度を実施する。また、夜間
サービスの対応職員は時差出勤として、人件
費の抑制を図る。

多様な勤務形態を実
現することで、特に
女性にとって働きや
すい環境を整えるこ
とができる。

効率的な勤務体系の構築

振替休日制度、時差出勤制度の拡大

宿日直制度の検討

検討

検討
一部
実施

個別検討

研究
一部
実施

柔軟で効率的な勤務体系の構築

フルタイム以外での勤務体系の研究

→

総務部
人事課

→ →

→ →

実施方針又
は数値目標
（目標年次：
H21）

所管部局実施体系 実施項目および内容
実施プログラム

d.職員
の能力
開発と
効率的
な行政
運営

実施の効果

個別検討
一部
実施

住民に対する窓口
サービスが向上する
ほか、人件費の削減
が期待できる。

職員の超過勤務を抑
制することで健康に
対する配慮を行う。
また人件費を効率化
する。

制度のあり方、効果を検討し、住民サービスの提供に支障が生じない新システムを構築することで、制度の廃止や実施方法の見直し
を行い、より柔軟で効率的な勤務体系を構築する。

検討 個別検討

総務部
総務課

→ →
総務部
人事課

→
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ｅ．行政の情報化と市民参画の仕組みの構築 

行政が情報化によって、より効率性をたかめ、また高度な市民参画を可能とするための情報提供を進

めていくために、ハード・ソフト両面にわたる情報基盤の整備を行っていく。また、情報化によって、

行政サービスなどの利便性向上についても、取り組みを行う。 

情報インフラの活用も踏まえて、市民との協働体制を推進するための諸施策も合わせて推進していく。 

 

ｅ１ 情報化の推進 

情報化を推進していくため、電子自治体の構築を図っていく、また情報基盤を活用した情報公開や、

会議などの公開、広聴広報の充実、統合型地図情報システムの検討などを行い、行政の透明性を高めて

いく施策を展開していく。 

 

平成17 平成18 平成19 平成20 平成21

e1

e1-1

e1-1-1

地域情報化基本計画を策定し、電子自治体
実現に向けての指針とする。

e1-1-2

インターネットを利用した様々な申請・届
出等の手続きを行えるシステムの構築と、
投開票、入札等の実施も検討し利便性の高
い市役所を構成する。

e1-2

e1-2-1

市の情報公開の総合窓口として情報公開
コーナーを設置する。

e1-3

e1-3-1

庁議等を原則公開することにより、市の政
策形成過程などを市民に理解してもらい市
民参加のまちづくりを図っていく。

庁議・審議会・委員会の公開

総務部
総務課

企画部
情報ｼｽﾃﾑ課

行政手続きの電子化（電子申請、電子証明、
電子投開票、電子入札、電子施設予約等）

地域情報化基
本計画による
個別検討

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから
ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
できる申請件
数100件

所管部局

電子市役所の構築

実施体系 実 施 項 目

企画部
情報ｼｽﾃﾑ課

実施の効果

情報化の推進

情報技術を行政運営に活用していくことは市民の利便性の向上や行政の効率化を図るうえでも非常に重要となっている。このよう
なことから、行政手続きの電子化を中心に情報化を推進していく。

実施方針又
は数値目標
（目標年次：
H21）

市民の利便性が向上
する。

市民の利便性が向上
する。

→

実施プログラム

個別検討
一部
実施

市民の市政への参加を促進することで、市民と市政との信頼関係の強化や協働体制づくりを推進し、公正でよりいっそう開かれた
市政の実現を目指す。

会義は原則公開とし、市政における透明性、公平性の向上を図る。

会議等の公開の推進

検討
一部
実施

よりきめ細かな情報
公開により市政への
透明性が向上し、市
民との信頼を深める
ことができる。

実施 →

e.行政
の情報
化と市
民参画
の仕組
み構築

議論の過程を原則公
開することで、透明
性が向上し、市民の
参加意識を高めるこ
とができる。

総務部
総務課

情報公開コーナーの設置

→

情報公開の推進

情報化の推進

検討

一部
実施

個別検討

→ →

実施

研究
一部
実施

→ →

→ →
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平成17 平成18 平成19 平成20 平成21

e1

e1-4

e1-4-1

ホームページを利用した情報公開や市にお
いて策定された各種計画、事業評価なども
ホームページで分かりやすく公開してい
く。

e1-5

e1-5-1

市へ導入した場合の事業効果やコスト面な
ど、多方面から調査・検討していく。さら
に防災面などに活用し、市民生活に密着し
たものとする。

e1-6

e1-6-1

情報セキュリティ対策の計画、実行、監
査、見直しの継続的な運用体制の維持を行
う。

情報セキュリ
ティ事故をゼ
ロとする
a1-2-4を統合

→ →

→

市民や事業者への利
便性が向上するほ
か、防災などの行政
機能を高める。

統合型地図情報システムを導入し、事務の簡素化、効率化による事務コストの削減と環境・観光・防災・医療・福祉等に関する地
図情報を公開することにより、住民サービスの向上を図る。

→

統合型地図情報システム(ＧＩＳ)の導入の検
討

企画部
広聴広報課

→

個別検討→ →

実施体系 実 施 項 目

アンケートの実施やインターネット、ＣＡＴＶを活用した市民の意見の反映など、広聴広報機能を強化し、住民との協働体制の強
化を図る。

市民の利便性が向上
するとともに、市政
への透明性が高ま
る。

実施の効果

情報化の推進

実施方針又
は数値目標
（目標年次：
H21）

広聴広報の充実

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへの
ｱｸｾｽ件数
497,000件

実施プログラム

統合型地図情報システム(ＧＩＳ)の導入

市ホームページの有効活用

所管部局

検討 実施 →

e.行政
の情報
化と市
民参画
の仕組
み構築

企画部
情報ｼｽﾃﾑ課

実施

研究 検討

情報セキュリティの確保

情報セキュリティ対策の強化

個人情報の管理のための体制を充実する。

企画部
情報ｼｽﾃﾑ課

個人情報保護機能を
高めることで市民か
らの信頼が深まる。

→ →
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ｅ２ 行政サービスの向上 

情報化による、住民サービスの利便性向上のため、窓口サービスの拡充や、サービスの地域間格差の解消、

市民ニーズの把握などの体制を構築していく。 

 

平成17 平成18 平成19 平成20 平成21

e2

e2-1

e2-1-1

総合案内・相談窓口等を設置し、来庁した
市民の利便性の向上を図る。また、各種の
行政窓口サービスについて一か所で複数手
続きを可能とする、いわゆる「ワンストッ
プサービス」の実現を目指し、窓口総合化
について検討する。

e2-1-2

土日曜日等開庁の実施と平日夜間サービス
実施日の拡大について、住民ニーズを十分
把握し検討を進める。

e2-1-3

行政サービスの向上と窓口事務の効率化を
図るため、各種証明書（印鑑登録証明書、
住民票等）を自動交付するシステムの導入
について検討を進める。

e2-1-4

郵便局やコンビニエンスストアなどでの証
明業務の代行などについての研究を行う。

e2-1-5

申請や証明業務などについて、市民に分か
りやすい庁舎環境をつくる。また、各申請
書類などの分かりやすさに務める。

市民の利便性が向上
する。

総合相談窓口の設置、土・日曜日の開庁やＩＴ化等により、住民サービスの向上を図る。

総務部
総務課

ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ
窓口

設置件数：1
→

市民部
戸籍市民課個別検討

→ →
e.行政
の情報
化と市
民参画
の仕組
み構築

実施体系 実 施 項 目

研究

市民向け庁内案内システム

研究

自動交付機による証明書交付の検討

市役所以外での証明等業務窓口の検討

実施プログラム

→

実施の効果

夜間、休日等の窓口サービスの充実

市民の利便性が向上
する。

市民の利便性が向上
する。

所管部局

実施方針又
は数値目標
（目標年次：
H21）

一部
実施

→

総合案内窓口の設置、ワンストップサービス
窓口の設置の検討

→

総務部
総務課

→
市民部

戸籍市民課

→ 実施 →
一部
実施

→研究

検討

検討

市民の利便性が向上
する。

市民の利便性が向上
する。

窓口サービスの拡充

総務部
総務課

一部
実施

→

行政サービスの向上

100%→

→ →

→ →
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平成17 平成18 平成19 平成20 平成21

e2

e2-2

e2-2-1

市民へのｻｰﾋﾞｽ格差が生じないように統一
化を図る。

e2-2-2

市内循環バスや新交通システムなど新たな
サービス体系の導入を調査・検討してい
く。

e2-2-3

各種申請書や公共サインなどにおける外国
語表記化を推進する。

e2-2-4

保育所と学童保育、デイサービスなどの公
共サービスの複合策について検討する。

e2-3

e2-3-1

アンケート等による満足度調査を実施し、
市民の行政サービスに対する意向を把握す
る。

→ 個別検討
企画部
企画課

個別検討
市民へのサービス提
供が公平化される。

個別検討
一部
実施

企画部
企画課

実施

実施

検討 →

市民の要望適切に反
映した市政運営が可
能となる。

新たなサービス体系の検討

企画部
政策秘書課

行政サービスの向上

e.行政
の情報
化と市
民参画
の仕組
み構築

所管部局

実施方針又
は数値目標
（目標年次：
H21）

市民へのサービス提供体制の充実

企画部
企画課

→

実施の効果

市民の利便性が向上
する。

研究

実施体系 実 施 項 目

各種公共施設でのサービス提供体制を見直し充実を図る。

検討

サービス提供体制の統一化

研究

市民がどの程度満足しているか、何を重要と感じているか調査し、満足度や重要度が高い分野、低い分野を分析することにより、
適正な施策の実現を図る。

市民の意向の把握

市民満足度（CS)調査の実施

実施 実施
隔年

調査実施
企画部
企画課

実施

行政効率が高まるほ
か、より高度なサー
ビス提供が可能とな
る。

個別検討

外国語表記化の推進

検討

複合的公共サービス提供の検討

研究

市内在住の外国人な
どの利便性が確保さ
れる

→ →

→

実施プログラム

→ 実施

→ →

一部
実施
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ｅ３ 市民との協働体制の推進 

市民との協働体制の推進のため、市民参加による行政システムの構築を図っていくほか、男女共同参

画社会の実現などの諸施策を行っていく。 

 

平成17平成18 平成19 平成20 平成21

e3

e3-1

e3-1-1

男女共同参画プランの策定と、各種委員
会・協議会等への女性の登用を推進する。

e3-2

e3-2-1

市民自らがまちづくりに参画する仕組みを
構築するための基本条例制定を行う。

e3-2-2

市民から意見などを継続的に聴き様々な形
で行政に反映していく仕組みを構築する。

e3-2-3

市が計画を策定したり、規制の制定・改廃
を行なおうとする場合に、あらかじめ市の
原案を市民に公表し、様々な立場の意見を
幅広く反映できるように、また寄せられた
意見を考慮して最終決定する仕組みを構築
する。

e3-2-4

市民公募枠を拡大し、市政への市民参加を
推進する。市民自らがまちづくりに参画す
る仕組みを構築する。

e3-2-5

多様化した市民ニーズに応え、住みよいま
ちづくりを推進していくために、ＮＰＯや
ボランティア団体等との連携・協働関係を
構築していく。

企画部
広聴広報課

実施

企画部
企画課

市民部
市民生活課

市内認証NPO
法人数：16

→
企画部

政策秘書課
公募委員の
比率：15％

→

ｺﾒﾝﾄを求めた
件数：20

検討

検討
実施

実施

→実施 →

→ →

実施 → →

→ →

市民公募制の推進

研究

ボランティア活動の推進、ＮＰＯ法人との連
携

研究

一部
実施

自治基本条例・まちづくり条例等の制定

検討

市政モニター制度の導入

パブリックコメント制度の導入

制定本数：
190

一部
実施

所管部局

実施方針又
は数値目標
（目標年次：
H21）

自治基本条例・まちづくり条例等の制定、市政モニター、パブリックコメント制度の導入により市民との協働体制を構築する。

実施の効果実施体系

市民との協働体制の推進

e.行政
の情報
化と市
民参画
の仕組
み構築

実 施 項 目

市民主体のまちづく
りの実現が期待でき
る。

市民参加システムの構築

企画部
広聴広報課

個別検討検討

男女共同参画社会の実現

女性が男性と同様に社会で活躍できるよう、社会での様々な面における参画舞台の確立を図る。

実施

女性登用の実現 検討

一部
実施

→
市民部

市民生活課
女性委員の
比率：30％

行政に女性の視点を
反映できる。

市民団体と行政との
連携を深めることが
できる。

市民のきめ細かな意
見を市政に反映する
ことができる。

事業の企画立案段階
から市民の意見を聞
くことで、市民参画
を推進できる。

市民の行政への参画
が可能となる。

実施プログラム

→ →

→ →→
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ｅ４ 環境に配慮した市役所と地域社会の実現 

環境に配慮した地域社会の実現のため、市役所内での環境認証取得の検討ほか、広く地域社会においても

環境循環システム構築のための取り組みを行っていく。 

 

平成17平成18 平成19 平成20 平成21

e4

e4-1

e4-1-1

環境政策の推進にあたり、南アルプス市版
の環境標準について検討を進める。検討に
あたってはISO14001認証取得なども視野に
入れて行う。

e4-2

e4-2-1

一般廃棄物処理計画を策定し、資源リサイ
クルの徹底など、市内処理法方法の合理化
を図る。

e4-3

e4-3-1

風力や太陽熱、バイオマスなどを利用した
りクリーンエネルギーの普及に努める。

個別検討

循環型社会の構築

→実施

日常生活の中でごみを減らし分別回収やリサイクルを推進することにより、「大量消費型社会」から「循環型社会」へ転換できる
仕組みを構築し、これによって環境への負荷が少なく、持続的に発展できる社会体制を目指す。

市内統一方法
の確立

地球環境に優しい循
環型まちづくりが期
待できる。

一般廃棄物処理の合理化

→

実施の効果

環境に配慮した地域社会の実現

総務部
管財契約課

職員の環境への意識
が高まる。

環境管理システムの構築

環境に対する職員の意識を高めるとともに、事務事業の実施において発生する環境への負荷低減を目指し、ＩＳＯ認証を取得を検
討することなどにより、南アルプス市版環境管理システムを構築する。

南アルプス市版環境標準の構築

研究 →

地球環境に優しい循
環型まちづくりが期
待できる。

市民部
環境課

個別検討

→
市民部
環境課

自然や生活環境の保全のため、新エネルギーの活用について市役所が率先的に導入を検討していく。

→検討 →

e.行政
の情報
化と市
民参画
の仕組
み構築

所管部局

実施方針又
は数値目標
（目標年次：
H21）

実施体系 実 施 項 目

自然・生活環境の保全整備

新エネルギーの活用

→実施

実施プログラム

検討 実施

→ →
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ｆ．公共施設の設置と管理 

公共施設については、公平で効率的な再配置計画を進めていく。また公共施設の管理についても、多

様な運営方法を検討し、効率化を図っていく。 

また、低効率な公共施設についても、より有効な活用形態について検討を行っていく。 

 

ｆ１ 公共施設の適正配置 

公共施設の適正配置については、再配置計画に基づき、適正規模、用途変更、新設、改修、統廃合

など個別に検討を行っていく。 

 

平成17 平成18 平成19 平成20 平成21

f1

f1-1

f1-1-1

公共施設再配置計画に基づき、施設管理担
当部局を中心に計画的な見直しを行うこと
で、望ましい施設配置の実現を図る。

f1-2

f1-2-1

PFI導入基本計画等を策定し庁舎や新交通
システムへのPFIの導入の可能性を検討し
ていく。

PFI導入可能事業の検討

所管部局

公共施設の適正配置

各種公共施設が市民ニーズに応じ適正に配置されるよう、適正規模や用途等を検討し、必要に応じ用途変更や統廃合についても検
討していく。

企画部
企画課

一部
実施

→ 個別検討

実施プログラム

→

→

公共施設再配置の検討

実施体系 実施の効果

行政運営の効率化が
図られる。

適正規模、用途変更、新設、改修、統廃合の検討

実 施 項 目

個別検討

実施方針又
は数値目標
（目標年次：
H21）

→

f.公共
施設の
設置と
管理の
見直し

検討 実施

ＰＦＩ方式等民間活力導入の検討

企画部
政策秘書課

行政運営の効率化が
図られるほか、民間
活力の増大に寄与す
る。また高度なサー
ビスの提供が可能と
なる。

研究 検討

→
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ｆ２ 公共施設の適正管理 

公共施設の管理にあたっては、利用手続きの簡素化など、利用者の利便性向上について検討を行う

ほか、施設の使用料などについて受益者負担などの基本的な考え方を検討し、より公平なものにして

いく。 

また、管理運営方式についても、コスト計算にもとづいた合理的な運営方法を個別に検討していく。 

 

平成17平成18 平成19 平成20 平成21

f2

f2-1

f2-1-1

インターネットを活用した各種手続きの電
子化を推進する。

f2-2

f2-2-1

温泉･保養施設、図書館、保育所、スポー
ツ・レクリエーション施設等、最適な管理
運営の方法について検討をしていく。

f2-3

f2-3-1

社会情勢やサービス水準などに配意しつ
つ、無料施設のあり方なども含めた受益者
の適正な負担を検討していく。

公共施設運営の見直し

年間電子申請
件数の推移に
より検討

各種手続きの電子化

研究 → →

→ →

→

f.公共
施設の
設置と
管理の
見直し

実施

効率化や経済性及び公平性を考慮しつつ、市民に十分な理解を得ながら、受益者負担の適正化を推進する。

受益者負担の公平・公正化

検討 個別検討

所管部
所管課
（政策秘書
課）

適正な受益者負担の研究

実施の効果実 施 項 目

→

市民の利便性が向上
する。

企画部
情報ｼｽﾃﾑ課

→
社会負担の公平性を
図る。

民間を含めた管理運営方法の検討

指定管理者への委託や民営化した方が効率的な運営が図れるもについては、指定管理者制度の検討も含めて積極的に民間活力
を導入していく。

実施プログラム

検討
一部実
施

→
移管可能施設
の選定30％

企画部
政策秘書課

行政運営の効率化を
図る。

実施体系

実施方針又
は数値目標
（目標年次：
H21）

所管部局

利用の申し込み方法や利用状況の情報提供及び利用調整の方法などを簡素化したり、インターネットなどを利用して公平化を図っ
ていく（参考）

利用手続きの簡素化、公平化

公共施設の適正管理

一部
実施

→
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ｆ３ 公共施設の有効活用 

余剰施設や利用効率の低い施設については、各所に意見を求めながら、売却、貸し出しなどを含め

て現状を上回る有効活用を図っていく。 

また、利用目的の終了したものや、経済性から見て必要性が欠けるもの、老朽化が進み安全性が確

保できないものについては、広く各界からの意見を聴き、処分を含め再検討を行う。 

 

平成17 平成18 平成19 平成20 平成21

f3

f3-1

f3-1-1

各種施設の利用事態を把握し、余裕教室等
の社会教育施設や防災備蓄倉庫、学童保育
室への転換など、有効活用を検討してい
く。

各種公共施設の多目的利用の検討

遊休・低利用施設の活用方法を検討し、施設の有効利用を図る。

遊休・低利用施設の活用方法

研究
一部
実施

→
総務部

管財契約課

f.公共
施設の
設置と
管理の
見直し

実施体系

実施方針又
は数値目標
（目標年次：
H21）

所管部局

行政運営の効率化を
図る。

実施の効果実 施 項 目

公共施設の有効活用

実施プログラム

→ →

 


	南アルプス市行政改革実施計画（集中改革プラン）表紙.pdf
	南アルプス市行政改革実施計画（集中改革プラン）目次
	南アルプス市行政改革実施計画（集中改革プラン）

